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倉吉市排水設備指定工事店規程の一部を改正する規程 

 

（倉吉市排水設備指定工事店規程の一部改正） 

第１条 倉吉市排水設備指定工事店規程（令和２年倉吉市上下水道局企業管理規程第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（指定の申請等） （指定の申請等） 

第２条 条例第８条の３第２項の規定による指定又

は条例第８条の６第１項に規定する指定の更新を

受けようとする者は、倉吉市排水設備指定工事店

申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添え

て公営企業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理者」という。）に提出しなければならない。 

第２条 条例第８条の３第２項の規定による指定又

は条例第８条の６第１項に規定する指定の更新を

受けようとする者は、倉吉市排水設備指定工事店

申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添え

て公営企業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理者」という。）に提出しなければならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) 選任する責任技術者（条例第８条の２第２

号に定める責任技術者をいう。以下同じ。）の

名簿及び他の営業所の責任技術者を兼任してい

る場合はその状況並びにそれぞれの排水設備工

事責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書

類 

(４) 専属する責任技術者（条例第８条の２第２

号に定める責任技術者をいう。以下同じ。）の

名簿、排水設備工事責任技術者証の写し及び雇

用関係を証する書類 

(５)・(６) 略 (５)・(６) 略 

  

 （指定の通知等） 

第３条 削除 第３条 条例第８条の３第３項（条例第８条の６第

３項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知は、倉吉市排水設備指定工事店決定通知書

（様式第３号）によるものとする。 

  

（指定工事店証） （指定工事店証） 

第４条 条例第８条の７第１項の規定による交付

は、倉吉市排水設備指定工事店証（様式第３号）に

よるものとする。 

第４条 条例第８条の７第１項の規定による交付

は、倉吉市排水設備指定工事店証（様式第４号）に

よるものとする。 

  

（指定工事店証の再交付） （指定工事店証の再交付） 

第５条 条例第８条の７第３項の規定による再交付

の申請は、倉吉市排水設備指定工事店証再交付申

請書（様式第４号）によるものとする。 

第５条 条例第８条の７第３項の規定による再交付

の申請は、倉吉市排水設備指定工事店証再交付申

請書（様式第５号）によるものとする。 

２ 略 ２ 略 

  



（変更届） （変更届） 

第６条 条例第８条の９の規定による届出は、倉吉

市排水設備指定工事店変更届出書（様式第５号）に

よるものとする。 

第６条 条例第８条の９の規定による届出は、倉吉

市排水設備指定工事店変更届出書（様式第６号）に

よるものとする。 

  

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

倉吉市排水設備指定工事店申請書 

（新規・継続） 

年  月  日   

 （宛先） 

  倉吉市長 

      住 所 

  申請者 氏 名   

（法人にあっては名称及び代表者

の氏名）   

 

 排水設備指定工事店として指定を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 

倉吉市排水設備指定工事店申請書 

（新規・継続） 

年  月  日   

 （宛先） 

  倉吉市長 

      住 所 

  申請者 氏 名   

（法人にあっては名称及び代表者

の氏名）   

 

 排水設備指定工事店として指定を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 

 略   略  

備考 備考 

 次に掲げる書類を添付してください。  次に掲げる書類を添付してください。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 選任する責任技術者の名簿及び他の営業所

の責任技術者を兼任している場合はその状況並

びにそれぞれの排水設備工事責任技術者証の写

し及び雇用関係を証する書類 

(５) 専属する責任技術者の名簿、排水設備工事

責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類 

(６) 略 (６) 略 

  

第２条 倉吉市排水設備指定工事店規程の一部を次のように改正する。 

 様式第３号を削り、様式第４号を様式第３号とし、様式第５号を様式第４号とし、様式第６号を様式

第５号とする。 

附 則 

 この規程は、令和６年９月25日から施行する。 


